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１ 受験資格及び採用予定人数 

職  種 受   験   資   格 採用予定人数 

地 域 福 祉 に 係 る 

相談援助やコーディ 

ネ ー ト 業 務 等 の 

専  門  職 

 平成３年４月２日以降に生まれ、大学・短大等を卒

業された方、または来年３月までに卒業見込の方で、

「福祉」に興味があり、心身ともに健康で、熱意と責

任感をもって仕事に取り組んでいただける方 

※ 短大等には、専門士の称号を付与される専修学校専

門課程及び高等専門学校を含みます。 

※ 社会福祉士資格または社会福祉士受験資格をお

持ちの方歓迎。 

若 干 名 

  なお、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

  ○ 成年被後見人または被保佐人 

  ○ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくな

るまでの方 

  ○ 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方 

 

２ 試験の方法等 

 ⑴ 第１次試験 

日     時 科  目 場    所 結果発表 

令和３年12月12日（日） 

 受付 午前８時30分から 

 【試験開始予定】 

  午前９時 

 【試験終了予定】 

  午後０時10分 

教養試験 

（120分） 

 

適性検査 

（40分） 

北名古屋市社会福祉協議会 

本所 ２階 大会議室 

※ 受験者数により変更する

場合があります。受験票によ

り確認してください。 

12月下旬 

  ⑵ 第２次試験 

日     時 科  目 場    所 結果発表 

令和４年１月14日（金） 

※ 詳細は第１次試験合格者に通知

します。 

作文試験 

（事前に提出） 

面接試験 

北名古屋市社会福祉協議会 

本所 ２階 大会議室 
１月中旬 



  ※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、いずれの試験もマスクの持参・着用をお願いしま

す。なお、体調不良者は受験をお断りします。 

  ※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、試験会場の換気を行います。 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、試験の延期、中止、または試験内

容の変更等を行う場合があります。 

 

３ 受験申込手続 

申込書配布 

及び 

受験申込先 

北名古屋市社会福祉協議会 総務課（北名古屋市社会福祉協議会本所） 

電話 ０５６８－２５－８５００ 

〒４８１－００３３  北名古屋市西之保藤塚93番地 

受 付 期 間 

〈窓口受付〉 

 受付期間：令和３年10月１日（金）から11月30日（火）まで 

 受付時間：午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜

日及び祝日は受付をしません。 

〈郵送受付〉 

 封筒に「職員採用」と朱書きし、総務課宛てに書留郵便で送付してくだ

さい。（令和３年11月29日（月）までの消印有効） 

申 込 時 の 

提 出 書 類 

⑴ 第１次試験申込時提出書類 

 ア 採用試験申込書 

 イ 返信用封筒（長形３号封筒に郵便番号・住所・氏名を書いて84円切

手を貼ったもの） 

⑵ 第１次試験合格者提出書類 

 ア 第２次試験の作文 

 イ 最終学歴卒業証明書又は卒業見込証明書 

受験票の交付 

⑴ 令和３年12月３日（金）までに受験票を発送する予定です。12月７日

（火）までに到着しないときは、総務課までお問い合わせください。 

⑵ 郵送された受験票は、試験日当日に必ず持参してください。 

  受験票を忘れた場合は、受験できないことがあります。 

  ※ 受験申込後は、受験申込書等提出された書類はお返ししません。 

  ※ 提出書類が整っていない場合は、受付することができません。 

  ※ 採用試験申込書は、北名古屋市社会福祉協議会のホームページからダウンロードすること

ができます。 



４ 採  用 

 ⑴ この試験に合格された方は、令和４年４月１日付けでの採用となります。 

 ⑵ 受験資格がないこと、または申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格

を取り消すことがあります。 

 

５ 給  与 

  北名古屋市社会福祉協議会職員給与規程により支給します。   

 ⑴ 初任給（地域手当を含む） ※平成３年４月１日現在、標準的な例。 

   ○大学卒 ２００，０２２円  ○短大卒 １７９，０３４円 

  ※ 社会人経験等のある方は、一定条件を満たすことにより初任給調整（前歴加算）されます。 

  ※ 学歴免許等による初任給調整も行います。 

  ※ 北名古屋市職員給与に準じ、毎年給与の見直しが行われます。 

 ⑵ 手 当 

   扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当がそれぞれの支給要件に応じ

て支給されます。また、期末・勤勉手当が年２回（６月・12月）支給されます。 

 ⑶ 昇 給 

   年１回（毎年１月１日）、勤務成績に応じて昇給します。 

 ⑷ 勤務時間 

   午前８時30分から午後５時15分まで 

 

６ そ の 他 

  北名古屋市社会福祉協議会のホームページに、職員募集の関連記事を掲載していますのでご利

用ください。 

  https://kitanagoya-shakyo.jp 

 


